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関係法令（抜粋） 

 

１ 道路運送法（抜粋） 

（種類） 

第３条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。 

一 一般旅客自動車運送事業（特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運 送事

業） 

イ 一般乗合旅客自動車運送事業（乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送 事

業） 

ロ 一般貸切旅客自動車運送事業（一個の契約により国土交通省令で定める乗車定

員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

ハ 一般乗用旅客自動車運送事業（一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗

車定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

二 特定旅客自動車運送事業（特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を 運送す

る旅客自動車運送事業） 

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金） 

第９条 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者（以下「一般乗合旅客自動車運送事

業者」という。）は、旅客の運賃及び料金（旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さい

ものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第三十一条第二

号、第八十八条の二第一号及び第四号並びに第八十九条第一項第一号において「運賃

等」という。）の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを

変更しようとするときも同様とする。 

３ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で

運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これ

を変更しようとするときも同様とする。 

４ 一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活

に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を

行う場合において、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅

客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者が当該運送に係る運

賃等について合意しているときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項及

び前項の規定にかかわらず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをも

つて足りる。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

 

令和元年５月２７日 

第１回地域公共交通会議 



２ 道路運送法施行規則（抜粋） 

第９条 

２ 法第九条第四項の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書に

は、当該届出に係る運賃等について次条に規定する地域公共交通会議又は地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第六条に規定する協議会

（第九条の三第一項第二号から第五号に掲げる者を構成員に含むものに限る。以下単に

「協議会」という。）において協議が調っていることを証する書類を添付するものとす

る。 

（法第九条第四項の合意しているとき） 

第９条の２ 

法第九条第四項の合意しているときとは、同項の届出に係る運賃等について地域公共

交通会議（地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るた

めに必要な一般乗合旅客自動車運送事業及び第四十九条第一号に規定する市町村運営

有償運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長（特別区の区長を含む。以下

同じ。）又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。）又は協議会において協

議が調っているときとする。 

（地域公共交通会議の構成員） 

第９条の３地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。 

一 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体

の長 

二 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組

織する団体 

三 住民又は旅客 

四 地方運輸局長 

五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

２ 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めると

きは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として

加えることができる。 

一 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は第四十九条第一号に規定す

る市町村運営有償運送について協議を行う場合には、次に掲げる者 

イ 道路管理者 

ロ 都道府県警察 

二 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者 

 


